
第
二
条
第
三
項(

第
三
条
第

第
二
条
第
一
項

号

外

一�
令

和

六

年

五

月
二
十
七
日

本
人
確
認
情
報

本
人
確
認
情
報
開
示
請
求
書

(

別
記
第
一
号
様
式)

法
第
三
十
条
の
三
十
二
第
一
項

附
票
本
人
確
認
情
報

附
票
本
人
確
認
情
報
開
示
請

求
書(

別
記
第
八
号
様
式)

法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十

三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
法
第
三
十
条
の
三
十

二
第
一
項

目

次

規

則

○
岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

市

町

村

課)

一
ペ
ー
ジ

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

河

川

課)

九

規

則

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
四
号

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中｢

第
三
十
条
の
二
第
一
項｣

を｢

第
十
九
条
の
三｣

に
改
め
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

自
己
の
附
票
本
人
確
認
情
報
の
開
示
及
び
訂
正)

第
四
条
の
二

第
二
条
の
規
定
は
附
票
本
人
確
認
情
報
の
開
示
の
請
求
に
、
第
三
条
の
規
定
は
附
票
本

人
確
認
情
報
の
訂
正
等
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

( ) 令和６年５月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
五
月
二
十
七
日



別
記
第
五
号
様
式
中｢
印□
｣

を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
の
次
に
次
の
六
様
式
を
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和６年５月27日 ( )２

第
三
条
第
四
項

第
三
条
第
三
項

第
三
条
第
一
項

第
二
条
第
五
項

第
二
条
第
四
項

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

本
人
確
認
情
報
訂
正
等
結
果
通

知
書(

別
記
第
六
号
様
式)

法
第
三
十
条
の
三
十
五

本
人
確
認
情
報
訂
正
等
申
出
通

知
書(

別
記
第
五
号
様
式)

本
人
確
認
情
報
訂
正
等
申
出
書

(

別
記
第
四
号
様
式)

法
第
三
十
条
の
三
十
五

本
人
確
認
情
報
非
開
示
理
由
書

(
別
記
第
三
号
様
式)

法
第
三
十
条
の
三
十
三
第
二
項

本
人
確
認
情
報
不
存
在
通
知
書

(

別
記
第
二
号
様
式)

本
人
確
認
情
報
が

附
票
本
人
確
認
情
報
訂
正
等

結
果
通
知
書(

別
記
第
十
三

号
様
式)

法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十

三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

三
十
条
の
三
十
五

附
票
本
人
確
認
情
報
訂
正
等

申
出
通
知
書(

別
記
第
十
二

号
様
式)

附
票
本
人
確
認
情
報
訂
正
等

申
出
書(

別
記
第
十
一
号
様

式) 法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十

三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

三
十
条
の
三
十
五

附
票
本
人
確
認
情
報
非
開
示

理
由
書(

別
記
第
十
号
様
式)

法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十

三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

三
十
条
の
三
十
三
第
二
項

附
票
本
人
確
認
情
報
不
存
在

通
知
書(

別
記
第
九
号
様
式)

附
票
本
人
確
認
情
報
が
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
す
る
役
務
の
名
称
荒
田
川
廃
棄
物
運
搬
処
分
業
務

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
６
年
２
月
６
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
３
月
19日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
､
落
札
金
額
並
び
に
落
札
数
量

�
落
札
者
丸
両
自
動
車
運
送
・
九
州
運
輸
建
設
・
光
和
精
鉱
特
定
業
務
共
同
企
業
体

静
岡
県
静
岡
市
清
水
区
横
砂
西
町
10番
６
号

丸
両
自
動
車
運
送
株
式
会
社

代
表
取
締
役
青
木
良
介

福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
西
区
洞
北
町
３
番
11号

九
州
運
輸
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役
佐
田
格
朗

福
岡
県
北
九
州
市
戸
畑
区
大
字
中
原
字
先
ノ
浜
46番
93

光
和
精
鉱
株
式
会
社
営
業
部

営
業
部
長
泉
谷
禎
一

落
札
金
額
240,900円

/ト
ン

落
札
数
量
750ト

ン

�
落
札
者
エ
コ
シ
ス
テ
ム
山
陽
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
ジ
ャ
パ
ン
・
ユ
ア
ッ
ク
特
定
業
務
共
同
企

業
体岡
山
県
久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
字
火
の
谷
1125

エ
コ
シ
ス
テ
ム
山
陽
株
式
会
社

代
表
取
締
役
山
田
耕
司

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
14番
１
号

エ
コ
シ
ス
テ
ム
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役�

本
健
二

岡
山
県
久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
393番

地
の
２

株
式
会
社
ユ
ア
ッ
ク

代
表
取
締
役
赤
本
裕

落
札
金
額
258,500円

/ト
ン

落
札
数
量
440ト

ン

�
落
札
者
三
光
株
式
会
社
・
有
限
会
社
久
米
産
業
特
定
業
務
共
同
企
業
体

鳥
取
県
境
港
市
昭
和
町
５
番
地
17

三
光
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
三
輪
昌
輝

岡
山
県
久
米
郡
美
咲
町
藤
原
468番

地
の
７

有
限
会
社
久
米
産
業

代
表
取
締
役
有
本
英
輔

落
札
金
額
275,000円

/ト
ン

落
札
数
量
460ト

ン

６
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
県
土
整
備
部
河
川
課
管
理
調
整
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

( ) 令和６年５月27日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９
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令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


